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6. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(1) 業務の適正を確保するための体制

当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制その他業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関する基本方針（内

部統制システムの整備に関する基本方針）を、取締役会において次のとおり決議

しております。

① 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

当社は、コンプライアンス規程に基づき、グループ全体のコンプライアンス

体制の構築、維持、整備にあたる。

取締役は、使用人が適切に行動するために当社グループ全体へ法令、定款、

企業倫理方針、行動基準及び各規程を周知徹底させるとともに、問題点の把握

と改善に努める。

代表取締役直轄の内部監査室を設置し、監査役と連携して当社グループ全体

の法令、定款、コンプライアンス体制の問題の有無を調査し、代表取締役社長

に報告する。

法令違反、不正行為が行われたことを認知した場合、内部通報規程の定めに

より、当社及びグループ会社の使用人は、内部通報窓口に通報する義務を負い、

当社及びグループ会社は通報した使用人に対して当該通報をしたことを理由と

する不利益な取り扱いを行わない。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理を総括する責任部署を管理部

とする。重要な会議の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管

理は法令及び文書管理規程に従い、定められた期間中、厳正に当該情報を文書

又は電磁的媒体に記録し整理・保存する。

③ 損失の危険の管理に関する規程及びその他体制

グループ全体のリスク管理については、当社取締役会にて、当社の成長規模、

市場の変化に即し、リスクの想定や回避、対応策の検討及び危機発生時の管理

体制の整備を行う。

経営危機発生が疑われる時は、リスク管理規程に基づき管理部長が内容を集

約し代表取締役社長に報告する。代表取締役社長が経営危機に該当するかを判

断し、経営危機と判断した場合には、代表取締役社長が委員長となり、管理部

長を事務局長としたリスク管理委員会を招集してこれに対応する。
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④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

代表取締役社長は、自らが取締役の職務の効率性に関しての総括責任者とな

り、中期経営計画に基づき、グループ会社が目標に対して職務執行を効率的に

行うよう監督する。

当社及びグループ会社の取締役ほか部門責任者は組織規程、業務分掌規程、

職務権限規程に基づき、経営計画における各部門が実施すべき具体的な施策及

び効率的な職務執行体制を決定する。総括責任者である代表取締役社長は月に

１回開催される定例取締役会及び適宜開催される臨時取締役会において、取締

役のほか必要に応じて部門責任者に対して定期的に職務執行に関して報告させ

るとともに、効率的な職務執行を行うために問題の把握と改善に努める。

⑤ 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、グループ会社の経営管理方針に基づき、グループ会社の業務遂行を

指導、支援及び監督する。取締役会がグループ全体の業務執行機関として意思

決定を行い、全体最適の観点から経営資源の配置・配分を決定し、当社グルー

プの企業価値の向上を図る。

当社は、グループの内部監査方針に基づき、内部監査室がグループ全体の監

査を定期的に実施することができるよう体制を整備し、必要に応じて内部監査

室と監査役が連携し業務の適正の確保を図る。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査

役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役は、必要に応じてその職務を補助すべき者を置くことを求めることが

できる。また、取締役会は監査役と協議の上、補助すべき者を指名することが

できる。

監査役が指定する補助すべき期間中は監査役が当該補助すべき者に対する指

揮権をもち、取締役の指揮命令は受けないものとし、その人事異動、人事考課、

懲戒に関しては監査役の事前の同意を得るものとする。

⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関

する体制、監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取

扱いを受けないことを確保するための体制

監査役は社内会議の全てに出席できるものとし、取締役及び使用人から監査

役監査規程にしたがって、内部統制システムの整備に関わる部門の活動状況、

重要な会計方針・会計基準及びその変更、業績及び業績見込みの発表内容、適

時開示情報、内部通報制度の運用状況、重要な意思決定プロセスや業務執行状

況を示す社内稟議書及び各種申請書、重要な契約の内容などの報告を適宜受け

るものとする。

当社及びグループ会社は、監査役に報告した者に対して当該報告をしたこと

を理由とする不利な取扱いを行わない。
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⑧ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当

該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社及びグループ会社の取締役は、取締役及び使用人が監査役監査に対する

理解を深め、監査役の環境を整備するよう努めるものとする。

監査役は代表取締役社長との間に意見交換会を開催し、内部監査室との連携

を図って適切な意思疎通及び効果的な監査体制を構築する。

監査役は監査の実施に当たり必要と認めるときは、会社の顧問弁護士とは別

の弁護士その他外部専門家を自らの判断で起用することができるものとする。

また、当社は、かかる起用に関する費用又は債務について監査役の職務の執行

に必要でないと認められた場合を除き、当該費用又は債務を速やかに処理する。

⑨ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力及び団

体とは一切関わりを持たず、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、毅然

とした態度で臨むものとする。

対応統括部署を中心に、弁護士、警察等の外部専門機関と連携、情報を収集

し、反社会的勢力排除のための社内体制の整備を推進する。

⑩ 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備を経営

上の最重要事項の―つとして位置づけ、財務報告の信頼性確保を推進する。

内部統制が有効に機能する体制構築を図り、財務報告における虚偽記載リス

クを低減し、未然に防ぐように管理する。

財務報告の信頼性を確保するために、内部監査人が核となる評価チームによ

り、業務プロセスのリスク評価を継続的に実施するとともに、評価結果は取締

役会及び監査役会に報告する。

必要に応じ、金融商品取引法等の関連法令との適合性を考慮した上で、規程

類の整備及び運用を行う。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社は、上記方針に基づき、次のとおり具体的な取り組みを行っております。

① リスク管理及びコンプライアンス体制の整備

当社では、市場、情報セキュリティ、環境、労務、製品の品質・安全等様々

な事業運営上のリスクについて、リスク管理規程を制定し、代表取締役社長を

委員長とする社内横断的なリスク管理委員会を設置してリスク管理を行うこと

としております。リスク管理委員会は、四半期に１回の開催を定例としており、

取締役、監査役、各部門長とともに外部専門家である顧問弁護士を委員に加え、

当社グループ運営に関する全社的・総括的なリスク管理の報告及び対応策検討

の場と位置づけております。当事業年度においては、４回の開催を行っており

ます。各部門長は担当部門のリスク管理責任者として日常の業務活動における

リスク管理を行うとともに、関係する法令等の内容及び改廃動向を課員に伝達

し、不測の事態が発生した場合にはリスク管理委員会へ報告することとなって

おります。

なお、当社は「個人情報の保護に関する法律」に定める個人情報取扱事業者

に該当し、取得、収集した個人情報の漏洩等は当社の信用力低下に直結するこ

とから、執行役員管理部長を個人情報管理責任者として個人情報保護規程及び

同ガイドラインを整備し、個人情報管理に関するシステムのセキュリティ対策

を講ずるとともに全役職員を対象とした研修を実施して個人情報の適正管理に

努めております。

情報システム管理については、開発部長CTOを責任者として、情報システム部

を担当部署としております。

具体的には、業務内容により、アクセス権を制限し、担当者ごとにアクセス

範囲を定め、個々人にIDを付与し、パスワードは、３ヶ月ごとに個人設定する

管理体制とし、アクセスの証跡が残るようにしています。

また、外部接続装置の禁止、WEBサイトも業務上必要なサイトのみを利用する

ことやSPAMメールを処理する等のウイルス対策を進めています。また、開発部

長CTOを議長として取締役、監査役、各部門長にて、月に１回のシステム管理委

員会を開催し、インシデント及び障害の報告、情報システム・セキュリティ対

応課題の共有や、開発プロジェクトの進捗報告等を行っており、当事業年度に

おいては12回の開催を行っております。
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② 内部通報制度の整備

当社は、社内の不正行為を従業員等が通報できるよう、内部通報規程を定め

るとともに内部通報制度を設け、当社管理部を社内窓口、顧問弁護士事務所を

社外窓口と定めております。

社内窓口へ内部通報があった場合は、通報の内容を精査した上で該当部署に

対するヒアリング等により、通報内容の真偽を判断し、その後の対応を決定し

ております。

社外窓口へ内部通報があった場合は、担当者が通報者へ詳細なインタビュー

を行った上で、会社宛にレポート及び口頭により報告を行います。その上で社

内担当者は内容の真偽を判断し、その後の対応を決定しております。

③ 反社会的勢力の排除に向けた取り組み

当社は、コンプライアンス遵守を実践するために、企業行動規範を定めてお

り、その中では「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体

との関係遮断を徹底する。」と定めております。

これらを受け、当社の主要な会議（全体会議等）などの機会を利用し、定期

的に、その内容の周知徹底を図っております。

また、特防連（麹町地区）にも加入し、情報収集を行っております。

当社における反社会的勢力排除体制としましては、「反社会的勢力対策規程」

及び「反社会的勢力調査マニュアル」を制定し、所管部署は管理部として、運

用を行っております。

具体的には、新規取引先については、日経テレコンの外部データベース及び

グーグル検索機能を用いて情報収集を行い、事前にチェックを行っております。

継続取引先についても、毎年６月には取引先全社の調査を行っております。ま

た、取引先との間で締結する「基本契約書」では、取引先が反社会的勢力であ

ることが判明した場合には、契約を解除できる旨の暴力団排除条項を盛り込ん

でおります。

なお、所轄警察署や特暴連との関係を強化するべく、本社並びに各拠点に不

当要求防止責任者を選任・配置しております。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
(注)本事業報告中の記載金額・株数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(2023年４月１日から
2024年３月31日まで)

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2023年４月１日残高 183,217 513,909 491,682 △26,854 1,161,954

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 5,684 5,684 11,368

親会社株主に帰属
する当期純損失(△)

△272,651 △272,651

自己株式の取得 △37,737 △37,737

自己株式の処分 24,015 24,015

自己株式の処分差益 3,199 3,199

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額)

当 期 変 動 額 合 計 5,684 8,883 △272,651 △13,722 △271,806

2024年３月31日残高 188,901 522,792 219,031 △40,577 890,148

(単位：千円)

その他の包括利益累計額

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計
為替換算調整勘定

その他の包括利益累

計額合計

2023年４月１日残高 735 735 2,246 1,164,935

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 11,368

親会社株主に帰属
する当期純損失(△)

△272,651

自己株式の取得 △37,737

自己株式の処分 24,015

自己株式の処分差益 3,199

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額)

3,079 3,079 ― 3,079

当 期 変 動 額 合 計 3,079 3,079 ― △268,726

2024年３月31日残高 3,814 3,814 2,246 896,209

(注)金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。

― 6 ―

2024年05月28日 14時10分 $FOLDER; 41ページ （Tess 1.50(64) 20240402_01）



連 結 注 記 表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 ４社

連結子会社の名称

株式会社ROLL

株式会社漫画全巻ドットコム

株式会社スキマ

TORICO SINGAPORE PTE.LTD.

２．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

３．会計方針に関する事項

(１) 重要な資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産

商品

移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法)を採用しております。

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(２) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

当社は定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得

した建物附属設備については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ３～18年

② 無形固定資産

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、

社内における利用可能期間(５年)に基づいております。

(３) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上しております。
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(４) その他連結計算書類作成のための重要な事項

収益及び費用の計上基準

当社グループは、紙及び電子のマンガの販売を行っております。当社及

び連結子会社は約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で当

該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識してお

ります。顧客による支配の獲得時点は、出荷時又はライセンスの付与時と

判断しております。当社が付与したポイントのうち期末時点において履行

義務を充足していない残高を契約負債としております。

(５) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

為替差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負

債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中

平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整

勘定に含めております。

表示方法の変更に関する注記

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度において、「特別損失」の「その他」に含めていた「固定資産除

却損」（前連結会計年度4千円）は、重要性が増したため、当連結会計年度より独

立掲記することとしております。

連結貸借対照表に関する注記

１．資産から直接控除した減価償却累計額

固定資産

有形固定資産 70,732千円

建物 14,928千円

その他有形固定資産 55,804千円

２．減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

― 8 ―

2024年05月28日 14時10分 $FOLDER; 43ページ （Tess 1.50(64) 20240402_01）



連結株主資本等変動計算書に関する注記

１．発行済株式に関する事項

当連結会計年度

期首株式数(株)

当連結会計年度

増加株式数(株)

当連結会計年度

減少株式数(株)

当連結会計年度

期末株式数(株)

発行済株式

普通株式 1,242,820 15,280 ― 1,258,100

合計 1,242,820 15,280 ― 1,258,100

自己株式

普通株式 23,400 30,400 19,996 33,804

合計 23,400 30,400 19,996 33,804

（変動事由の概要）

発行済株式

・新株予約権の行使による増加 15,280株

自己株式

・2023年１月12日の取締役会決議による自己株式の取得 30,400株

・譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 19,996株

２．配当に関する事項

該当事項はありません。

３．当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来してい

ない新株予約権を除く）の目的となる株式の種類及び数

普通株式 176,800株
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金融商品に関する注記

１．金融商品の状況に関する事項

(１) 金融商品に対する取り組み方針

当社グループは、資金運用については預金等安全性の高い金融資産で行い、

また、資金調達については銀行等金融機関からの借入によっております。なお、

デリバティブ取引は行っておりません。

(２) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、買

掛金、未払金は、１年以内の支払期日であります。長期借入金は、事業活動に

必要な資金調達を目的としたものであり、返済期日は、最長で、決算日後８年

10か月であります。このうちの一部は、金利の変動リスクに晒されております。

(３) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク(金利等の変動リスク)の管理

当社は、営業債権について、取引先ごとの期日管理及び残高管理の徹底を

行うとともに与信管理規程に基づき、年１回与信限度額水準の見直しを行い、

信用リスクの低減を図っております。

② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

借入金は、支払金利の変動を定期的にモニタリングし、金利変動リスクの

早期把握を図っております。

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリス

ク)の管理

担当部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性の

維持などにより流動リスクを管理しております。

(４) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に

は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変

動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該

価額が変動することがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。また、現金は注記を省略しており、預金、売掛金及び買掛金並びに未払金

は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略して

おります。

連結貸借対照表
計上額
(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

長期借入金
(１年内返済予定の
長期借入金を含む)

416,106 413,963 △2,142

負債計 416,106 413,963 △2,142

(注）長期借入金の連結決算日後の返済予定額

１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

長 期 借 入 金
(１年内返済
予定の長期借
入金を含む)

156,423 97,000 92,855 56,962 6,413 6,453

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応

じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場

において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負

債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１の

インプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定

した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定し

た時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、そ

れらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位

が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。
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(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分

時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金（1年内返済予
定の長期借入金を含む）

― 413,963 ― 413,963

負債計 ― 413,963 ― 413,963

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）
長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信

用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、
レベル２の時価に分類しております。

収益認識に関する注記

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)

売上高

EC（物販） 3,099,067

EC（電子） 128,223

電子アプリ 147,972

イベント 483,883

その他 38,814

合計 3,897,961

２．収益を理解する基礎となる情報

「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 ３．会計方針に関する

事項 （4）その他連結計算書類作成のための重要な事項 収益及び費用の計上基

準」に記載のとおりであります。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の金額を理解するための情報

(単位：千円)

当連結会計年度

契約負債(期首残高) 44,676千円

契約負債(期末残高) 44,165千円
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１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産 730円19銭

１株当たり当期純損失 223円64銭

重要な後発事象に関する注記

（第三者割当による新株式発行）

当社は、2024年３月29日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当に

よる新株式の発行（以下「本第三者割当」といいます。）に関し、2024年４月15日に

払込手続きが完了いたしました。概要は以下のとおりであります。

１.本第三者割当の概要

(１)払込期日 2024年４月15日

(２)発行新株式数 普通株式300,000株

(３)発行価額 １株につき金1,068円

(４)調達資金の額 320,400,000円

(５)資本組入額の総額 160,200,000円

(６)募集又は割当て方法
第三者割当の方法により、次の者に割り
当てます。
株式会社テイツー 300,000株

２.本第三者割当による発行済み株式数総数及び資本金の額の推移

(１)増資前の発行済株式総数
1,258,100株
（増資前資本金 188,901,000円）

(２)増資による増加株式総数
300,000株
（増加資本金 160,200,000円）

(３)増資後の発行済株式総数
1,558,100株
（増資後資本金 349,101,000円）
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株主資本等変動計算書

(2023年４月１日から
2024年３月31日まで)

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
そ の 他

資本剰余金
資本剰余金

合計

その他利益剰余金 利益剰余金
合 計繰越利益剰余金

2023年４月１日残高 183,217 513,909 ― 513,909 494,702 494,702

事業年度中の変動額

新 株 の 発 行 5,684 5,684 5,684

当期純損失(△) △247,016 △247,016

自己株式の取得

自己株式の処分

自己株式処分益 3,199 3,199

株主資本以外の項目の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 5,684 5,684 3,199 8,883 △247,016 △247,016

2024年３月31日残高 188,901 519,593 3,199 522,792 247,685 247,685

(単位：千円)

株 主 資 本
新株予約権 純資産合計

自己株式
株主資本
合計

2023年４月１日残高 △26,854 1,164,973 2,246 1,167,220

事業年度中の変動額

新 株 の 発 行 11,368 11,368

当期純損失(△) △247,016 △247,016

自己株式の取得 △37,737 △37,737 △37,737

自己株式の処分 24,015 24,015 24,015

自己株式処分益 3,199 3,199

株主資本以外の項目の変動額（純額） ― ―

事業年度中の変動額合計 △13,722 △246,171 ― △246,171

2024年３月31日残高 △40,577 918,802 2,246 921,048

(注)金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表

重要な会計方針

1. 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

商 品…………移動平均法による原価法（貸借対照表は収益性の

低下に基づく簿価切り下げの方法）を採用してお

ります。

貯 蔵 品…………最終仕入原価法による原価法を採用しております。

有価証券の評価基準及び評価方法

子 会 社 株 式…………移動平均法に基づく原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

有 形 固 定 資 産……当社は定率法を採用しております。

※ただし、2016年４月１日以降に取得した建物に

ついては定額法を採用しております。

無 形 固 定 資 産……当社は定額法を採用しております。

※なお、自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用期間（５年）に基づいておりま

す。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸 倒 引 当 金………………貸倒引当金債権等の貸倒に備えるために回収不能

見込額を計上しております。

4. 収益及び費用の計上基準

当社は、紙及び電子のマンガの販売を行っております。当社は約束した財又は

サービスの支配が顧客に移転した時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると

見込まれる金額で収益を認識しております。顧客による支配の獲得時点は、出荷

時又はライセンスの付与時と判断しております。当社が付与したポイントのうち

期末時点において履行義務を充足していない残高を契約負債としております。

表示方法の変更に関する注記

（損益計算書関係）

前事業年度において、「特別損失」の「その他」に含めていた「固定資産除却

損」（前事業年度4千円）は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記する

こととしております。
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貸借対照表に関する注記

１．資産から直接控除した減価償却累計額

固定資産

有形固定資産 68,570千円

建物 14,810千円

車両運搬具 7,185千円

工具器具備品 46,574千円

２．減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

損益計算書に関する注記

関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額

営業取引による取引高（収入） 3,419千円

営業取引以外の取引による取引高（支出） 600千円

株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における自己株式の数

普通株式 33,804株

税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

契約負債 8,148 千円

税務上の繰延資産 3,619

ソフトウエア 6,695

未払金 17,284

税務上の繰越欠損金 65,160

その他 15,296

繰延税金資産小計 116,206

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当金 △65,160

将来減算一時差異等の合計に係る評価性
引当額

△51,045

評価性引当額小計 △116,206

繰延税金資産合計 －
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関連当事者との取引に関する注記

該当事項はありません。

１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産 750円47銭

１株当たり当期純損失 202円62銭

重要な後発事象に関する注記

（第三者割当による新株式発行）

当社は、2024年３月29日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当に

よる新株式の発行（以下「本第三者割当」といいます。）に関し、2024年４月15日に

払込手続きが完了いたしました。概要は以下のとおりであります。

１.本第三者割当の概要

(１)払込期日 2024年４月15日

(２)発行新株式数 普通株式300,000株

(３)発行価額 １株につき金1,068円

(４)調達資金の額 320,400,000円

(５)資本組入額の総額 160,200,000円

(６)募集又は割当て方法

第三者割当の方法により、次の者に割り

当てます。

株式会社テイツー 300,000株

２.本第三者割当による発行済み株式数総数及び資本金の額の推移

(１)増資前の発行済株式総数
1,258,100株
（増資前資本金 188,901,000円）

(２)増資による増加株式総数
300,000株
（増加資本金 160,200,000円）

(３)増資後の発行済株式総数
1,558,100株
（増資後資本金 349,101,000円）
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